
人材確保等支援助成金

外国人労働者就労環境
整備助成コース

記入マニュアル

【注意事項】

○ 申請書類の作成に当たっては、本記入マニュアルの他、

支給要領及び申請書類の注意書きもご確認ください。

○ 記載例によらない場合があります。労働局から補正の指示

があれば、その指示に従い、申請書類を作成してください。

○ 申請の際は、必要書類とあわせて提出をお願いします。

○ 労働局が立ち入り検査等を行うことがありますので、ご協

力ください。なお、助成金の審査にご協力いただけない場合

は、助成金を支給できないことがあります。

○ この助成金は国の会計検査の対象となることがあります。

都道府県労働局・ハローワークに提出した申請書類、添付書

類等は、支給決定されたときから５年間保管してください。
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２

記入例（様式第ａ-１号）
就労環境整備計画提出時

１ この計画書は、事業主（企業単位）の主たる事業所（通常、本社となります。）の所在地を業務担当区
域とする都道府県労働局に提出してください。なお、その労働局の管轄下にある公共職業安定所(ハロー
ワーク)に提出できる場合がありますので、管轄労働局にお問い合わせください。

２ 就労環境整備措置を最初に導入する月の初日から６か月前の日から１か月前の日までに提出してください。

３ ③欄には、就労環境整備計画の期間(計画申請時に最初に就労環境整備措置を導入するとした月の初日を
起算日とする３か月以上１年以内の期間)を記入してください。なお、この期間内に就労環境整備措置の導
入を行い、対象事業所における外国人労働者に実施することが必要です。

４ この計画書の提出日において、国、特別の法律に基づいて設立された法人等からの補助金、助成金等（本
助成金を含む。）を受給している（予定を含む。）場合は、本助成金の支給対象とならない場合があります。
④欄には、受給の有無及び受給している（予定を含む。）補助金等のすべてについてその名称を記入してく
ださい。書ききれない場合は別紙に記入して添付してください。



３

記入例（様式第ａ-１号 別紙１）
就労環境整備計画提出時

１ 雇用労務責任者とは、就労環境整備措置への取組、外国人労働者からの相談への対応、その他外国人労働
者の就労環境の整備等に関する事項の管理業務担当者であり、本助成金を申請する場合は、雇用保険適用事
業所ごとに選任し、また、選任したことを外国人労働者に周知する必要があります。

２ ③欄は、選任する予定の雇用労務責任者について外国人労働者に周知を予定する年月日を記入してくださ
い。なお、雇用労務責任者を複数選任する場合は、最も遅い周知予定日を記入してください。

１ ①欄のうち「多言語化する予定の就業規則等の種類」欄は、就労環境整備計画期間中に多言語化する予
定に「 」してください。

２ ①欄のうち「計画期間前」欄は、就労環境整備計画提出前に、既に雇用する外国人労働者の母国語その
他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な（易しい）日本語への多言語化がなされている場合に
「 」してください。

３ ②欄は、多言語化する就業規則等の完成（納品）予定日を記入してください。なお、多言語化する言語
の種類が複数にわたる場合等は、最も遅い完成予定日（納品予定日）を記入してください。

４ ④欄は、予定している周知方法に「 」してください。「□ その他（ ）」に「 」する場合は、

「（ ）」に具体的な周知方法を記入してください。なお、周知を実施しない場合、本助成金の支給を
受けることができません。



４

記入例（様式第ａ-１号 別紙２）
就労環境整備計画提出時

１ ⑥欄は、外国人労働者に対して、苦情・相談体制について周知する方法に「 」してください。「その
他」に「 」する場合は、周知する方法を具体的に記入してください。

２ ⑦欄は、苦情・相談体制の実施方法及び内容等として、「相談窓口の責任者、事業所内への相談窓口の設
置、苦情・相談専用の電話番号・メールアドレスの設置、外部機関等の活用、外国人労働者との具体的な面
談方法等」を記入してください。

１ ②欄は、多言語化する社内マニュアル・標識類等の完成予定日を記入してください。なお、多言語化する
言語の種類が複数にわたる場合等は、最も遅い完成予定日（納品予定日）を記入してください。

２ ③欄は、外国人労働者に対して多言語化した社内マニュアル・標識類を周知する方法に「 」してくださ
い。「その他」に「 」する場合は、周知する方法を具体的に記入してください。



５

記入例（様式第ａ-１号 別紙３）
就労環境整備計画提出時

１ 本様式は、就労環境整備計画書の提出又は変更時、支給申請書の提出時にそれぞれ作成し、提出するも
のです。就労環境整備計画書に添付する場合は、「就労環境整備計画書」に「 」してください。

２ 勤務事業所名、雇用保険適用事業所番号を記入してください。なお、事業所確認票（様式第ａ-２号）
と相違がないようにしてください。

３ 記入欄が不足する場合は、本様式を２枚使用するなどして提出してください。その場合は、「（計 枚
中 枚目）」欄に「（計２枚中１枚目）」、「（計２枚中２枚目）」と記入してください。

４ ⑥欄は、外国人労働者のその他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な（易しい）日本語を記入
してください。なお、記入した言語のいずれかにより就業規則等を多言語化（「社内マニュアル・標識類
等の多言語化」を導入・実施する場合を含みます。）しなければ、本助成金の支給を受けることができま
せん。

５ 雇用保険被保険者資格がない外国人については③欄「雇用保険被保険者番号」の記入は必要ありません。
６ 就労環境整備計画変更書に添付する際に、雇用保険被保険者資格の新規取得等により、追加する外国人
労働者の雇用保険被保険者番号が変更期限までに判明していない場合、本様式は当該外国人労働者の「雇
用保険被保険者番号」の欄に「9999-999999-9」と記載した上で提出し、番号が判明次第、変更書の
提出先に、当該外国人労働者の雇用保険被保険者番号について連絡してください。
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記入例（様式第ａ-２号）
就労環境整備計画提出時

１ 本様式は、就労環境整備計画書の提出又は変更時、支給申請書の提出時にそれぞれ作成し、提出する
ものです。就労環境整備計画書の添付書類として提出する場合は、「就労環境整備計画書」に「 」し

てください。

２ 記入欄が不足する場合は、本様式を２枚使用するなどして提出してください。その場合は「計 枚中
枚目」欄に「（計２枚中１枚目）」、「（計２枚中２枚目）」と記入してください。

３ ③欄は、選任（予定）の雇用労務責任者の氏名を記入してください。

４ ④欄は、「外国人雇用労務責任者講習」受講の有無（予定含む）を「✓」してください。

５ ⑤、⑥欄は、計画（変更）届の時点では、記入の必要はありません。
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記入例（様式第ａ-６号）
支給申請時

１ ⑦欄は、「外国人労働者離職率」の算定の基礎となりますので、正確に記入してください。なお、
雇用保険一般被保険者には、「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」及び「高年齢被保険
者」は含みませんので、それ以外の外国人労働者の数を記入してください。
また、⑦-3欄にある「定年退職又は重責解雇した者等」とは、定年退職者、重責解雇者の他に、役

員昇格、労働者の個人的な事情による労働時間の短縮、在留期間の上限を満了したことに伴い母国等に
帰国したことにより雇用保険一般被保険者資格を喪失した者、期間の定めがあり、かつ、当初より雇用
期間の更新がない契約で雇用され、実際に雇用契約の更新がなく雇用契約の満了により離職した者とな
ります。
ただし、事業主の全ての事業所において、就労する外国人労働者が「高年齢被保険者」のみである場

合は、当該外国人労働者の数を記入してください。

２ 国、特別の法律に基づいて設立された法人等からの補助金、助成金等（本助成金を含む。）を受給し
ている（予定を含む。）場合は、本助成金の支給対象とならない場合があります。⑨欄には、受給の
有無及び受給している（予定を含む。）補助金等のすべてについてその名称を記入してください。書き
きれない場合は別紙に記入して添付してください。



記入例（様式第ａ-６号 別紙１）
支給申請時

１ ③欄は、選任した雇用労務責任者について外国人労働者へ周知した日を記入してください。なお、雇用
労務責任者を複数選任した場合は、最も遅い者に係る周知日を記入してください。

１ ①欄は、多言語化した就業規則等について、就労環境整備計画期間中に多言語化したものについては
「計画期間中」欄に、就労環境整備計画書提出前に多言語化していたものについては「計画期間前」欄
に「 」してください。なお、就労環境整備計画書において多言語化するとした就業規則等を多言語化し

ていない場合、本助成金は支給されません。

２ ②欄は、多言語化した就業規則等が完成した日を記入してください。なお、多言語化する言語の種類
が複数にわたる場合は、最も遅い完成日（納品日）を記入してください。

３ ④欄は、多言語化した就業規則等を外国人労働者に周知した方法に「 」してください。「その他」に
「 」した場合は、具体的な周知方法を記入してください

8



１ ⑦欄は、外国人労働者に対して「苦情・相談体制について周知した方法に「 」してください。「その
他」に「 」する場合は、周知した方法を具体的に記入してください。

２ ⑧欄は、導入・実施した苦情・相談体制の実施方法及び内容等として、「相談窓口の責任者、事業所内
への相談窓口の設置、苦情・相談専用の電話番号・メールアドレスの設置、外部機関等の活用、外国人労働
者との具体的な面談方法等」を記入してください。

記入例（様式第ａ-６号 別紙２）
支給申請時

１ ②欄は、多言語化した社内マニュアル・標識類等が完成した年月日を記入してください。なお、多言語化
した言語の種類が複数にわたる場合等は、最も遅い完成日（納品日）を記入してください。

２ ③欄は、外国人労働者に対して周知した方法に「 」してください。「その他」に「 」する場合は、周

知した方法を具体的に記入してください。
３ ④欄は、多言語化した社内マニュアル・標識類等の周知が完了した日を記入してください。
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記入例（様式第ａ-６号 別紙３）
支給申請時

１ 記入欄が不足する場合は、本様式を２枚使用するなどして提出してください。その場合は、「（計 枚
中枚目）」欄に「（計２枚中１枚目）」、「（計２枚中２枚目）」と記入してください。

２ 「（ ）」には通し番号を記載してください。

３ ③欄には、外国人労働者の氏名をローマ字で記載してください。

４ ⑤欄は、雇用労務責任者が実施した外国人労働者との面談年月日を全て記入してください。なお、１回
以上の面談を実施していない場合は、本助成金の支給を受けることができません。
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記入例（様式第ａ-１号 別紙３）
支給申請時

１ 本様式は、就労環境整備計画書の提出又は変更時、支給申請書の提出時にそれぞれ作成し、提出するも
のです。支給申請書の添付書類として提出する場合は、「支給申請書」に「 」してください。

２ 勤務事業所名、雇用保険適用事業所番号を記入してください。なお、事業所確認票（様式第ａ-２号）
と相違がないようにしてください。

３ ⑥欄は、外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な（易しい）日本語
を記入してください。なお、記入した言語のいずれかにより、就業規則等の多言語化（「社内マニュア
ル・標識類等の多言語化」を導入・実施する場合を含みます。）していなければ、本助成金の支給を受け
ることができません。

４ 雇用保険被保険者資格がない外国人については③欄「雇用保険被保険者番号」の記入は必要ありません。
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記入例（様式第ａ-２号）
支給申請時

１ 本様式は、就労環境整備計画書の提出又は変更時、支給申請書の提出時にそれぞれ作成し、提出す
るものです。 支給申請書の添付書類として提出する場合は、「支給申請書」に「 」してください。

２ 記入欄が不足する場合は、本様式を２枚使用するなどして提出してください。その場合は「計 枚
中 枚目」」欄に「（計２枚中１枚目）」、「（計２枚中２枚目）」と記入してください。

３ ③欄は、選任した雇用労務責任者の氏名等を記入してください。

４ ④欄は、「外国人雇用労務責任者講習」の受講の有無を「✓」してください

５ ⑤欄は、就労環境整備計画期間の末日の翌日から起算して６か月を経過する日までの期間に離職し
た雇用保険一般被保険者である外国人労働者数を記入してください。

６ ⑥欄の「定年退職又は重責解雇した者等」とは、定年退職者、重責解雇者の他に、役員昇格、労働
者の個人的な事情による労働時間の短縮、在留期間の上限を満了したことに伴い母国等に帰国したこ
とにより雇用保険一般被保険者資格を喪失した者、期間の定めがあり、かつ、当初より雇用期間の更
新がない契約で雇用され、実際に雇用契約の更新がなく雇用契約の満了により離職した者となり
ます。
ただし、事業主の全ての事業所において、就労する外国人労働者が「高年齢被保険者」のみである

場合は、当該外国人労働者の数を記入してください。
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